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今
回
は
、

近
世
都
賀
郡
赤
間
村

（現
栃
木

市
藤
岡
町
赤
麻

一
帯
）
の
修
験
関
係
文
書
斎

藤
英
彦
家
文
書
を
紹
介
し
ま
す
。

総
点
数
は

一
四
①
点
で
す
。

修
験
は
山
伏
の
こ
と
で
す
。

元
々
彼
ら
は

山
岳
修
行
を
し
、

得
ら
れ
た
超
自
然
的
な
霊

力
で
祈
祷
を
し
、

檀
那
を
熊
野
な
ど
の
霊
地

に
道
案
内
し
、

お
札
を
配
り
生
計
を
立
て
て

い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

江
戸
時
代
に
な
る

と
、

江
戸
幕
府
の
政
策
も
あ
り
、

村
や
町
に

定
住
し
、

民
衆
の
求
め
に
応
じ
祈
祷
や
お
祓

い
を
し
、

守
札
を
配
付
す
る
な
ど
の
宗
教
活

動
を
し
て
い
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

組
織

的
に
も
、

彼
ら
は
京
都
の
門
跡
寺
院
で
あ
る

聖
護
院
を
頂
点
と
す
る
本
山
派
と
、

同
じ
く

京
都
の
問
跡
寺
院
醍
醐
寺
三
宝
院
を
頂
点
と

す
る
当
山
派
に
所
属
さ
せ
ら
れ
、

幕
府
の
統

制
下
に
入

っ
て
い
き
ま
し
た
。

こ
こ
で
紹
介
す
る
斎
藤
英
彦
家
文
書
は
、

本
山
派
の
修
験
金
龍
寺
に
関
す
る
文
書
群

で
す
。

最
古
の
文
書
は
、

江
戸
前
期
寛
文
五

年

（
一
六
六
五
）
八
月
に
聖
護
院
か
ら
出
さ

れ
た
金
棚
地
詰
袈
裟
の
着
用
を
許
さ
れ
た
免

許
状
（陥

一
一
一
一）
で
す
。

宛
名
は
「宝
正
坊
」

と
記
さ
れ
、

金
龍
寺
は
初
め
坊
号
の
宝
正
坊

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、

宝
正
坊

は
、

元
禄
八
年

（
一
六
九
五
）
八
月
に
は
聖

護
院
か
ら
院
号

「宝
正
院
」
を
名
乗
る
こ
と

を
許
さ
れ

（陥

一
一
四
）
、

宝
永
四
年

（
一
七

〇
七
）
八
月
に
は
寺
号

「金
龍
寺
」
を
名
乗

る
こ
と
を
許
さ
れ
ま
し
た

（陥

一
二
三
）
。

と
こ
ろ
で
、

金
龍
寺
は
関
東
地
域
で
は
ど

れ
位
の
ラ
ン
ク
の
修
験
だ

っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。

江
戸
時
代
の
本
山
派
は
、

修
験
の
格
と

し
て
院
家

・
大
先
達

・
先
達

。
年
行
事

・
准

年
行
事

。
同
行
な
ど
と
い
う
序
列
を
設
け
修

験
の
統
制
を
し
て
い
ま
し
た
。

院
家
は
京
都
の
積
善
院
な
ど
の
中
央
の
組

織
で
、

大
先
達
以
下
が
地
方
の
組
織
で
、

大

先
達

・
先
達
が
広
域
で
修
験
を
支
配
し
、

年

行
事

・
准
年
行
事
が
そ
の
配
下
に
あ
っ
て
郡

以
下
の
地
域
に
住
む
同
行
と
呼
ば
れ
た
末
端

の
修
験
を
支
配
し
て
い
ま
し
た
。

金
龍
寺
の
場
合
、

大
先
達
の
武
蔵
幸
手
の

不
動
院
の
下
で
年
行
事
と
し
て
配
下
の
修

験
た
ち
を
取
り
ま
と
め
て
い
ま
し
た

（
陥

一
王
↑

一
一
八
）
。

金
龍
寺
配
下
の
修
験
と

し
て
は
、

都
賀
郡
赤
間
村
の
大
正
院

・
正
善

院

・
成
就
院
な
ど
が
史
料
的
に
確
認
で
き
ま

す

（
陥

一
三
二
）
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考

え
る
と
、

金
龍
寺
は
ラ
ン
ク
的
に
地
域
の
修

験
た
ち
を
支
配
し
て
い
た
中
規
模
程
度
の
修

験
で
あ

っ
た
と
言
え
ま
す
。

因
み
に
、

修
験
道
を
信
仰
す
る
檀
那
の
住

む
地
域
を
霞
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

金
龍
寺
の

霞
は
、

享
保
十
八
年

（
一
七
三
三
）
八
月
に

不
動
院
が
金
龍
寺
に
宛
て
て
出
し
た
配
下
の

郷
書
覚

（陥

一
三
二
）
に
よ
れ
ば
、

都
賀
郡

で
は
西
赤
間
村
な
ど
十

一
ケ
村
、

安
蘇
郡
で

は
新
里
村
な
ど
五
ケ
村
、

簗
田
郡
で
は
友
之

郷
村
な
ど
ニ
ケ
村
で
し
た
。

金
龍
寺
は
、

こ

れ
ら
の
霞
内
の
村
々
の
檀
那
か
ら
祈
祷
料

・

祓
料
、

祭
祀
料
、

な
い
し
守
札
や
幣
束
料
な

ど
の
名
目
で
収
入
を
得
て
い
た
こ
と
が
考
え

ら
れ
ま
す
。

そ
の
他
興
味
深
い
史
料
と
し
て
は
、

「修

験
道
修
要
秘
訣
」
（
陥
４５
～
４７
）
や

「古
今

八
卦
大
全
」
（
ｍ
５９

。
６。
）
な
ど
修
験
の
作

法
や
宗
教
行
為
を
行
う
際
に
必
要
な
書
籍
が

十　

　

　

　

み

身
符

一　

　

　

　

方

忽

一　
　
　
　
　
▲氏
　
宥

一
　

　

　

　

・
十
去

ｔち多
打

一
　

　

輩

▼、
あ
々

！―
『
球
務
絡
幣
も
　
！

多
く
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

村
内
で
家

業
を
存
続
さ
せ
る
の
に
必
要
な
書
籍
と
し
て

相
伝
さ
れ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

な
お
、

金
龍
寺
は
、

明
治
期
に
な
る
と
、

明
治
政
府
が
明
治
五
年

（
一
八
七
二
）
に
修

験
道
廃
止
令
を
出
し
た
こ
と
も
あ
り
、

天
台

宗
寺
院
に
な
っ
て
い
き
ま
す

（陥

一
三
四
）
。

修
験
や
修
験
道
に
興
味
の
あ
る
方
は
、

当
館

で
是
非
ご
覧
に
な
っ
て
下
さ
い
。

金
川
川
　
善
夫
）

荘
乳
藤
単
一
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